
 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県では、近年多発する気象災害（台風、大雨等）や、地震等の大規模災害において発生する

災害廃棄物の処理について、処理の主体となる市町の現場対応力の向上及び関係機関との連携強化

を目的とし、重要な初動対応の一つである仮置場の設置運営に係る模擬訓練を、竹原市及び三次市

の協力を得て開催します。 

 

【現状・背景】 

県及び市町は、災害廃棄物処理計画及び初動マニュアルを策定し、それに基づき災害廃棄物対

策を行うこととしています。例年、対応能力の維持強化を図るため、災害廃棄物処理において重要

な初動対応等についての研修・訓練を実施しています。今年度は発災時の実効性を高めるため、開

催場所を二か所に増やし、毎年度開催場所を変更しながら地域の実状を踏まえた訓練を実施する

ことで、各市町の対応力の更なる向上を図ることとしています。 

 

【概要】 

１ 実施主体 

県（県内 23市町及び廃棄物業界団体の協力を得て実施） 

２ 実施期間（日時） 

ア 令和７年５月 22日（木）10時 00分 ～ 15時 30分 

イ 令和７年５月 29日（木）10時 00分 ～ 15時 30分 

３ 場所 

  ア 屋内・屋外会場：竹原浄化センター（竹原市下野町 1198-16） 

  イ 屋内会場：三次環境クリーンセンター（三次市廻神町 1820-12） 

    屋外会場：三次市所有地（三次市東酒屋町 579） 

４ 実施内容                        

(1) 対象者 

県、市町及び廃棄物業界団体（広島県資源循環協会、広島県清掃事業連合会）職員 

(2) 内容 

○ 仮置場レイアウトの検討（廃棄物の配置、車両動線の検討等） 

○ 住民向け広報資料の作成（仮置場開設期間の検討を含む） 

○ 仮置場の設置・運営（看板設置、車両動線の確保等） 

○ 仮置場運営に係るロールプレイング（廃棄物の受付・積み下ろし等） 

５ タイムスケジュール（予定） 

・ 10:00～10:10 開会式 

・ 10:10～11:45 仮置場レイアウト及び住民広報資料の検討 

・ 11:45～12:35 休憩（屋外に移動） 

・ 12:35～13:10 仮置場の設置 

・ 13:10～15:25 模擬訓練 

・ 15:25～15:30 閉会式 

 

 

資料提供 
令和７年５月 19日 

課  名：循環型社会課 
担 当 者：石田 
内  線：2950 
直通電話：082-513-2957 

災害廃棄物仮置場設置運営の模擬訓練 
～県、市町及び廃棄物業界団体職員がロールプレイングを実施！～ 

 

【取材報道について】 
訓練の様子を取材していただけます。是非ご取材ください。 
取材を希望される場合は、別紙取材申込書を提出してください。 



 

 

【参考】 

１ 事前学習会 

令和７年４月 23日（水）に、次の内容で、令和６年能登半島地震における災害対応状況も踏

まえたオンライン事前学習会を実施。 

○ 近年の災害対応状況を踏まえたタイムライン及び仮置場や公費解体に係る業務の留意事項

等の確認 

○ 市町初動マニュアルを用いた演習（情報収集、収集・運搬体制の確保、支援要請、仮置場 

の設置運営等） 

 

２ 模擬訓練の様子（令和６年度） 

  

仮置場レイアウトの検討 レイアウトのイメージ 

  

仮置場の設置 仮置場の運営 

 

  



 

 

【別紙】 

 

災害廃棄物仮置場設置運営の模擬訓練 

取材申込書 

 

【提出期限】 

訓練開催前日の 13時まで 

・竹原市会場：令和７年５月 21日（水）13時 

・三次市会場：令和７年５月 28日（水）13時 

 

【提出先】 

広島県環境県民局循環型社会課 

 

【提出方法】 

電子メール又はＦＡＸ 

・メール：kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp 

・ＦＡＸ：082-227-4815 

 

 

社名  

所属部署  

取材者氏名  

電話番号  

取材会場 
（○で囲んでください） 竹原市  ・  三次市 

カメラ ムービー   台、スチール   台 

インタビュー内容 
（事前にあれば記載して

ください） 
 

 

 

【注意事項】 

・取材に当たっては、報道用の腕章を着用し、職員の指示に従って取材を行ってください。 

 ・災害発生又は発生の恐れがある場合は、急遽訓練を中止する場合があります。 


